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(57)【要約】
【課題】両面フレキシブルプリント配線板の製造工程を
削減できるとともに、絶縁性基材の両側面に設けられる
回路パターン間の接続を確実に行うことができ、しかも
、ブラインドビアホール形成領域を有効活用することが
できるフレキシブルプリント配線板を提供する。
【解決手段】絶縁性基材２の両側面に回路パターン５，
６が形成されたフレキシブルプリント配線板１００であ
って、一方の回路パターン５の表面から他方の回路パタ
ーン６の底面に到るブラインドビアホール７と、上記ブ
ラインドビアホールを形成した一方の回路パターンの表
面に形成されるとともに、上記一方の回路パターンと上
記他方の回路パターンとを、上記ブラインドビアホール
を介して接続する端子表面めっき層１２とを備えて構成
される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性基材の両側面に回路パターンが形成されたフレキシブルプリント配線板であって
、
　一方の回路パターンの表面から他方の回路パターンの底面に到るブラインドビアホール
と、
　上記ブラインドビアホールを形成した一方の回路パターンの表面に形成されるとともに
、上記一方の回路パターンと上記他方の回路パターンとを、上記ブラインドビアホールを
介して接続する端子表面めっき層とを備える、フレキシブルプリント配線板。
【請求項２】
　上記ブラインドビアホールが、上記一方の回路パターンの接続端子部に形成されている
、請求項１に記載のフレキシブルプリント配線板。
【請求項３】
　上記一方の回路パターンに、上記端子表面めっき層を備える他の接続端子部が形成され
ている、請求項２に記載のフレキシブルプリント配線板。
【請求項４】
　絶縁性基材の両側面に回路パターンを備えるフレキシブルプリント配線板の製造方法で
あって、
　上記絶縁性基材の両側面に上記回路パターンを形成する回路パターン形成工程と、
　上記回路パターンの所定部位に、一方の回路パターンの表面から他方の回路パターンの
底面に連通する開口部を形成するブラインドビアホールを形成するブラインドビアホール
形成工程と、
　少なくとも上記ブラインドビアホールを形成した領域を除く所定部位の表面にめっき用
マスキングを施すマスキング工程と、
　上記一方の回路パターンの表面、上記ブラインドビアホールの側面及び上記他方の回路
パターンの底面に、端子表面めっき層を形成する端子表面めっき層形成工程とを含む、フ
レキシブルプリント配線板の製造方法。
【請求項５】
　上記ブラインドビアホール形成工程が、上記一方の回路パターンの接続端子部を構成す
る領域に上記ブラインドビアホールを形成することにより行われる、請求項４に記載のフ
レキシブルプリント配線板の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、フレキシブルプリント配線板及びフレキシブルプリント配線板の製造方法
に関する。詳しくは、両面に回路パターンを備えるフレキシブルプリント配線板及びフレ
キシブルプリント配線板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の小型化に向けて、搭載されるプリント配線板の微細化、高密度化の要
求が高まっている。上記要求に応えるため、絶縁性基材の両側面に回路パターンが形成さ
れた両面フレキシブルプリント配線板が採用されることが多い。上記両面フレキシブルプ
リント配線板においては、両側面に形成された回路パターンを接続するため、スルーホー
ルやブラインドビアホールが形成され、これら部位に形成されるめっき層を介して、上記
絶縁性基材の両側面に形成された回路パターンが接続される。
【０００３】
　上記スルーホールは、両面フレキシブルプリント配線板にドリル等で貫通穴を形成した
後、スルーホールめっきを施すことにより形成される。上記スルーホールめっきは、上記
貫通穴の内面のみならず、両側の回路パターン上にも形成されるため、配線パターンの厚
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みが増加する。また、上記スルーホールは、フレキシブルプリント配線板を貫通して設け
られるため、半田接続端子部に上記スルーホールが存在すると、半田が反対側に流出して
部品実装や端子接続に支障が生じる場合がある。
【０００４】
　一方、上記ブラインドビアホールは、一方の回路パターンから他方の回路パターンの底
面に到る上記開口部を設け、この開口部に銅めっき等を施して形成される。上記ブライン
ドビアホールは、フレキシブルプリント配線板を貫通して設けられるものでないため、厚
みの増加が緩和されるとともに、半田が反対側に流出するという問題が生じることもない
。
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－６０５０４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献に記載されているように、上記ブラインドビアホールは、両側面に銅箔層
等の導電層を備える基材導電層積層体に対して、上記回路パターンを形成する前に上記開
口部を設け、この開口部に銅めっきを施す必要があった。
【０００７】
　また、上記ブラインドビアホールにめっき層を設けるために、上記導電層にマスキング
等の工程を施す必要があり、フレキシブルプリント配線板の製造工程が増加するという問
題がある。
【０００８】
　上記ブラインドビアホールには、銅めっきが設けられることが多いが、両側面の回路パ
ターン間の電気的接続を確実に行うために、開口部近傍の表面にまで形成される。しかも
、導電性を確保するためにめっき層の厚みが大きくなると、上記ブラインドビアホール近
傍の導電層の実質的な厚みが大きくなる。このため、回路パターンの形成が不利になる恐
れがある。
【０００９】
　本願発明は、上記問題を解決し、製造工程を削減できるとともに、絶縁性基材の両側面
に設けられる回路パターン間の接続を確実に行うことができ、しかも、回路パターンの形
成が不利になる恐れもないフレキシブルプリント配線板及びフレキシブルプリント配線板
の製造方法を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願の請求項１に記載した発明は、絶縁性基材の両側面に回路パターンが形成されたフ
レキシブルプリント配線板であって、一方の回路パターンの表面から他方の回路パターン
の底面に到るブラインドビアホールと、上記ブラインドビアホールを形成した一方の回路
パターンの表面に形成されるとともに、上記一方の回路パターンと上記他方の回路パター
ンとを、上記ブラインドビアホールを介して接続する端子表面めっき層とを備えて構成さ
れる。
【００１１】
　本願発明に係るフレキシブルプリント配線板では、端子表面めっき層を利用して、ブラ
インドビアホールを含む領域にめっき層を形成し、絶縁性基材の両側面に設けられる回路
パターンを接続する。
【００１２】
　上記端子表面めっき層は、回路パターンの接続端子部に設けられるものであり、主とし
て、回路パターンを形成した後に、接続端子部の耐蝕性を高めるとともに接続性を向上す
るために設けられる。上記端子表面めっき層を利用して、ブラインドビアホールの内面に
めっき層を形成することにより、製造工程の初期において行われていた従来のめっき工程
を削減することが可能となる。また、マスキング工程等の上記めっき工程に付属する工程
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も削減することができるため、製造コストを低減させることも可能となる。
【００１３】
　しかも、上記端子表面めっき層は、回路パターンを形成した後に設けることができると
ともに、従来のめっき工程を行わないため、回路パターンの厚みを薄くすることが可能と
なり、微細な回路パターンを形成することが容易となる。
【００１４】
　さらに、上記端子表面めっき層は、ニッケル－金めっき（ニッケルめっきの上に金めっ
きを設けた２層構造の端子表面めっき）等の材料から形成されるため、フレキシブルプリ
ント配線板の両側面に設けられる回路パターンを確実に導通させることができる。
【００１５】
　また、上記端子表面めっき層を、従来の銅めっき層に比べて厚みを小さく設定すること
も可能となる。しかも、耐蝕性の高い材料から形成することにより、請求項２に記載した
発明のように、上記ブラインドビアホールを上記一方の回路パターンの接続端子部が形成
される領域に形成することも可能となる。すなわち、上記ブラインドビアホール形成領域
を、接続端子部として機能させることが可能となる。この結果、従来は絶縁被覆層に被覆
されて電子部品や他の配線を接続することがなかったブラインドビアホール形成領域を接
続端子部として利用することが可能となり、フレキシブルプリント配線板の高密度化をさ
らに促進することができる。
【００１６】
　上記端子表面めっき層は、本来接続端子部表面に設けられるものである。したがって、
請求項３に記載した発明のように、上記一方の回路パターンに、上記端子表面めっき層を
備える他の接続端子部を形成することもできる。
【００１７】
　請求項４に記載した発明は、絶縁性基材の両側面に回路パターンを備えるフレキシブル
プリント配線板の製造方法であって、上記絶縁性基材の両側面に上記回路パターンを形成
する回路パターン形成工程と、上記回路パターンの所定部位に、一方の回路パターンの表
面から他方の回路パターンの底面に連通する開口部を形成するブラインドビアホールを形
成するブラインドビアホール形成工程と、少なくとも上記ブラインドビアホールを形成し
た領域を除く所定部位の表面にめっき用マスキングを施すマスキング工程と、上記一方の
回路パターンの表面、上記ブラインドビアホールの側面及び上記他方の回路パターンの底
面に、端子表面めっき層を形成する端子表面めっき層形成工程とを含んで構成されるもの
である。
【００１８】
　上記回路パターン形成工程は、上記絶縁性基材の両側面に積層された導電層をエッチン
グ等することにより所要の回路パターンを形成する工程であり、既知の手法を用いて行う
ことができる。
【００１９】
　従来は、上記回路パターン形成工程を行う前に、ブラインドビアホール形成工程及びこ
のブラインドビアホール用のめっき層形成工程が行われていた。本願発明では、上記ブラ
イントビアホール専用のめっき層形成工程を必要としないため、製造工程を大幅に削減す
ることが可能となる。
【００２０】
また、回路パターン形成工程において、上記ブラインドビアホール近傍の導電層の実質的
な厚みが大きくなることもないため、回路パターンの形成が不利になる恐れもない。
【００２１】
　上記ブラインドビアホールを形成する手法は特に限定されることはないが、たとえばレ
ーザ加工工程を行うことにより形成することができる。また、回路パターン形成工程を行
う際に、上記導電層に開口部を設けておき、この開口部の絶縁性基材をレーザ加工により
除去することにより、上記ブラインドビアホールを形成することもできる。なお、必要に
応じて上記ブラインドビアホール形成工程を、上記回路パターン形成工程の前に行うこと
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もできる。
【００２２】
　上記マスキング工程は、上記端子表面めっき層を形成するために設けられるものであり
、接続端子形成部位を除く領域にめっき用マスキングを施すことにより行われる。本願発
明では、上記ブラインドビアホール形成領域を接続端子部として利用することができるた
め、少なくとも上記ブラインドビアホールを形成した領域を除く所定部位の表面にめっき
用マスキングが施される。
【００２３】
　上記端子表面めっき層形成工程は、接続端子部にめっき層を形成する工程であり、従来
の端子表面めっき層を形成する工程と同様の手法によって行うことができる。上記端子表
面めっき層形成工程によって、一方の回路パターン表面、上記ブラインドビアホールの側
面及び他方の回路パターン底面に、掛け渡し状にめっき層が形成されて、一方の回路パタ
ーンと他方の回路パターンとが上記端子表面めっき層を介して接続される。
【００２４】
　なお、上記端子表面めっき層を構成する材料や構造は特に限定されることはない。たと
えば、ニッケル－金めっき、はんだ、金めっき等を用いて端子表面めっき層を形成するこ
とができる。また、ニッケルめっきの上に金めっきを設けた２層構造の端子表面めっき層
や、ニッケルめっきの上にパラジウムめっきを形成し、さらにその上に金めっきを形成し
た３層構造の端子表面めっき層を採用することもできる。
【００２５】
　請求項５に記載された発明のように、上記ブラインドビアホール形成工程を、接続端子
部となる領域にブラインドビアホールを形成することにより行うことができる。これによ
り、上記ブラインドビアホールを形成した領域を接続端子部として利用することができる
。
【００２６】
　上記端子表面めっき層が形成された後、上記めっき用マスキングを除去する工程が行わ
れ、上記接続端子部を設ける領域以外の上記回路パターン表面に絶縁被覆層を形成する絶
縁被覆層形成工程が行われて、本願発明に係るフレキシブルプリント配線板が形成される
。なお、上記回路パターン形成工程の後に上記絶縁被覆層形成工程を行い、その後上記マ
スキング工程及び上記端子表面めっき層形成工程を行ってから、上記めっき用マスキング
を除去する工程を行うことにより、本願発明に係るフレキシブルプリント配線板を形成す
ることもできる。
【発明の効果】
【００２７】
　製造工程を削減できるとともに、絶縁性基材の両側面に設けられる回路パターン間の接
続を確実に行うことができ、さらに、ブラインドビアホール形成領域を有効活用すること
ができるフレキシブルプリント配線板を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本願発明に係るフレキシブルプリント配線板を形成するための基材導電層積層体
の断面図である。
【図２】図１に示す基材導電層積層体の導電層に回路パターンを形成した状態を示す断面
図である。
【図３】図２に示す回路パターンの所定部位にブラインドビアホールを形成した状態を示
す断面図である。
【図４】図３に示すフレキシブルプリント配線板の両側面に絶縁被覆層を設けた状態を示
す断面図である。
【図５】図４に示すフレキシブルプリント配線板の絶縁被覆層に、端子表面めっきのマス
キングを形成した状態を示す断面図である。
【図６】ブラインドビアホール及び接続端子部形成領域に端子表面めっき層を形成した状
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態を示す断面図である。
【図７】本願発明に係るフレキシブルプリント配線板の断面図である。
【図８】第２の実施形態に係るフレキシブルプリント配線板の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本願発明の実施形態を図に基づいて説明する。
【００３０】
　図１から図７に、本願発明に係るフレキシブルプリント配線板１００の各製造工程にお
ける断面を示す。
【００３１】
　図１は、本願発明に係るフレキシブルプリント配線板１００を構成するための基材導電
層積層体１の断面図である。基材導電層積層体１は、電気絶縁性を有するシート状の絶縁
性基材２の両側面に、導電層３，４を積層して構成されている。上記導電層３，４は、銅
箔等から形成されているとともに、図示しない接着剤層を介して上記絶縁性基材２の両側
面にそれぞれ積層接着されている。
【００３２】
　図２は、上記導電層３，４に所要の回路パターン５，６を形成した状態を示す断面図で
ある。回路パターン５，６は、上記導電層３，４をエッチング等する既知の手法を用いて
形成することができる。
【００３３】
　図３は、一方の回路パターン５の接続端子部形成領域２０に、ブラインドビアホール７
を形成した状態を示す断面図である。上記ブラインドビアホール７は、一方の回路パター
ン５の表面から他方の回路パターン４の底面に到る開口部７ａを設けて構成されている。
上記ブラインドビアホール７は、接続端子部形成領域２０に所定間隔を開けて複数設けら
れている。上記ブラインドビアホール７を形成する手法は特に限定されることはない。た
とえば、レーザ加工によって形成することができる。また、ブラインドビアホールの数や
形態、形成間隔等も限定されることもない。たとえば、１個のブラインドビアホールを設
けることもできる。
【００３４】
　上記ブラインドビアホール７を形成した後に、絶縁被覆層８，９が積層形成される。本
実施形態では、絶縁被覆層８，９は、接続端子部形成領域２０，２１以外の部位に、図示
しない接着剤層を介して、ポリイミド樹脂等の絶縁性のフィルムを積層することにより形
成されている。本実施形態では、一方の回路パターン５にのみに接続端子部を設ける構成
を採用しているため、上記一方の回路パターン５の上記接続端子部形成領域２０，２１以
外の部位を覆う絶縁被覆層８と、他方の回路パターン６の全域を覆う絶縁被覆層９とが設
けられている。なお、他方の回路パターン６に、ブラインドビアホールを備える接続端子
部を設けることもできるし、ブラインドビアホールが形成されていない接続端子部を設け
ることもできる。
【００３５】
　上記絶縁被覆層形成工程を終えた後、上記絶縁被覆層８，９を覆うマスキング層１０，
１１を形成するマスキング工程が行われる。上記マスキング工程は、上記ブラインドビア
ホール７を設けた上記接続端子部形成領域２０や他の接続端子部形成領域２１の表面に端
子表面めっき層１２を形成するために設けられるものであり、上記接続端子部形成領域２
０，２１を除くフレキシブルプリント配線板１００ａの表面全域に設けられる。
【００３６】
　上記マスキング工程を終えた後、図６に示すように、接続端子部形成領域２０，２１に
、端子表面めっき層１２を形成する端子表面めっき層形成工程が行われる。本実施形態に
係る上記端子表面めっき層形成工程において、上記ブラインドビアホール７を含む接続端
子部形成領域２０及び他の接続端子部形成領域２１の表面に、ニッケル－金めっき（ニッ
ケルめっきの上に金めっきを設けた２層構造のめっき層）からなる端子表面めっき層１２
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が形成される。上記端子表面めっき層１２を形成する手法は特に限定されることはなく、
既知の手法を採用できる。
【００３７】
　上記端子表面めっき層形成工程を終えた後に、図７に示すように上記マスキング層１０
が除去されて、本願発明に係るフレキシブルプリント配線板１００が形成される。
【００３８】
　上記フレキシブルプリント配線板１００では、端子表面めっき層１２を利用して、ブラ
インドビアホールを含む接続端子部形成領域２０にめっき層を形成し、絶縁性基材２の両
側面に設けられる回路パターン５，６を接続している。
【００３９】
　上記端子表面めっき層１２は、回路パターンの接続端子部形成領域２０，２１に設けら
れるものであり、主として、回路パターン５，６を形成した後に、接続端子部２５，２６
の耐蝕性を高めるとともに接続性を向上するために設けられる。上記端子表面めっき層１
２を利用して、ブラインドビアホール７の内面にめっき層を形成することにより、製造工
程の初期において行われていた従来のめっき工程を削減することが可能となる。また、マ
スキング工程等の上記めっき工程に付属する種々の工程も削減することができる。これに
より、製造コストを低減させることが可能となる。
【００４０】
　しかも、回路パターン形成工程におけるめっき層の厚みが大きくなることもなく、回路
パターンの形成が不利になる恐れもない。
【００４１】
　さらに、上記端子表面めっき層１２は、ニッケル－金等の材料から形成されることが多
い。このため、フレキシブルプリント配線板１００の両側面に設けられる回路パターン５
，６を確実に導通させることができる。
【００４２】
　また、導電性の高い材料で上記端子表面めっき層１２を形成すると、従来のブラインド
ビアホールに形成される銅めっき層に比べて厚みを小さく設定できる。しかも、上記端子
表面めっき層１２を耐蝕性の高い材料から形成することにより、上記ブラインドビアホー
ル７を上記一方の回路パターン５の接続端子部２５に設けた場合にも、他の部材との接続
に支障が出ることもなくなる。これにより、上記ブラインドビアホールを形成した接続端
子部形成領域２０を、接続端子部２５として機能させることが可能となる。この結果、従
来は絶縁被覆層８に被覆されて電子部品や他の配線を接続することがなかったブラインド
ビアホール形成部位の近傍を接続端子部２５として利用することが可能となり、フレキシ
ブルプリント配線板の高密度化をさらに促進することができる。
【００４３】
　上述した実施形態では、ブラインドビアホールを形成した領域を接続端子部２５とした
が、これに限定されることはない。第２の実施形態として、図８に示すように、ブライン
ドビアホールを形成した領域２２０を、絶縁被覆層２０８で被覆した従来の形態のフレキ
シブルプリント配線板を形成することもできる。
【００４４】
　上記開示された本発明の実施の形態の構造は、あくまで例示である。したがって、本発
明の範囲はこれらの記載の範囲に限定されるものではない。本発明の範囲は、特許請求の
範囲の記載によって示される範囲を含む。さらに、本発明の範囲は、特許請求の範囲の記
載と均等の意味及び範囲内でのすべての変更を含む。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　両面フレキシブルプリント配線板の製造工程を削減できるとともに、実装密度を高める
ことができる。
【符号の説明】
【００４６】



(8) JP 2013-219144 A 2013.10.24

　　２　絶縁性基材
　　５　回路パターン
　　６　回路パターン
　　７　ブラインドビアホール
　１２　端子表面めっき層
１００　フレキシブルプリント配線板
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